
助言・勧告
（法§245－4）

是正の要求
（法§245－5）

是正の勧告
（法§245－6）

是正の指示
（法§245－7）

権限の主体
(国)

・ 各大臣 ・ 各大臣 －
(都道府県－市町村間に限られる関与)

・各大臣

(都道府県)
・ 都道府県知事
・ その他の執行機関

・ 都道府県知事
・ 都道府県教育委員会
・ 都道府県選挙管理委員会

・都道府県知事
・都道府県教育委員会
・都道府県選挙管理委員会

・都道府県知事
・都道府県教育委員会
・都道府県選挙管理委員会

対 象 事 務 ・ 自治事務
・ 法定受託事務

・ 自治事務 ・ 自治事務 ・ 法定受託事務

要 件 ・ 地方公共団体の事務の運営そ
の他の事項について適切と認め
られる場合

・ 事務の処理が法令の規定に違
反していると認めるとき

・ 事務の処理が著しく適正を欠
き、かつ、明らかに公益を害し
ていると認めるとき

・ 事務の処理が法令の規定に違
反していると認めるとき

・ 事務の処理が著しく適正を欠
き、かつ、明らかに公益を害し
ていると認めるとき

・ 事務の処理が法令の規定に違
反していると認めるとき

・ 事務の処理が著しく適正を欠
き、かつ、明らかに公益を害し
ていると認めるとき

求めを受け
た者の事務

・ 法的義務はなく、勧告を尊重
すべき義務を負うに過ぎない

・ 具体的措置内容は地方公共団
体の裁量

・ 違反の是正又は改善のため必
要な措置を講ずべき法的義務

・ 具体的措置内容は地方公共団
体の裁量

・ 法的義務はなく、勧告を尊重
すべき義務を負うに過ぎない

・ 具体的措置内容は地方公共団
体の裁量

・ 違反の是正又は改善のため必
要な措置を講ずべき法的義務

・ 具体的措置内容についても指
示可能で地方公共団体を拘束

求めに従わ
なかった場
合の措置

・ 代執行は ・ 代執行は ・ 代執行は ・ 代執行は

・ 各大臣からの指示があった場合
に限る

・ 各大臣からの指示があった場合
・ 都道府県自らの判断でも可

・ 都道府県自らの判断に限る

（明文） （解釈） （解釈）（解釈）

不可 不可 不可 可

・ 各大臣からの指示があった場合
・ 都道府県自らの判断でも可

助言・勧告、是正の要求、是正の勧告、是正の指示の比較


